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平成平成平成平成２３２３２３２３年給与等年給与等年給与等年給与等にににに関関関関するするするする勧告勧告勧告勧告・・・・報告報告報告報告のののの骨子骨子骨子骨子
平成23年10月31日
山梨県人事委員会

○ 本年の給与勧告のポイント
・月例給については、公民給与の較差（△0.19％）を解消するため、引下げ改定

～ 平均年間給与は△1.3万円（△0.2％）の引下げ
※ 給与カット措置の影響を除いた減額前の職員給与により民間給与と比較

・特別給（期末・勤勉手当）については、改定は見送り

給与勧告給与勧告給与勧告給与勧告のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方ⅠⅠⅠⅠ
・ 給与勧告は、職員の労働基本権制約の代償措置であり、職員に対し社会一般の情勢に適応した適
正な給与を確保する機能を有するもの

・ 本委員会は、公民給与を精確に比較し、民間の給与水準との均衡が保たれることを基本に、国や
他の都道府県の職員の給与水準との均衡、物価及び生計費の動向等をも考慮に入れ勧告

・ 情勢適応の原則に基づき適正な職員給与を確保することは、効率的な行政運営の基盤であり、県
民の理解を得る上でも重要

報告及報告及報告及報告及びびびび勧告勧告勧告勧告のののの内容内容内容内容ⅡⅡⅡⅡ

１１１１ 職員給与職員給与職員給与職員給与とととと民間給与民間給与民間給与民間給与とのとのとのとの比較比較比較比較

（ ）122民間事業所の5,851人の個人別給与を実地調査 期間 平成23年6月24日～8月10日 完了率 84.1％: :

職員と民間の 4 月分給与を調査（ベースアップ中止、賃金カット等を実施した企業の〈〈〈〈月例給月例給月例給月例給〉〉〉〉
状況も反映）し、単純な平均値ではなく、職種、役職段階、年齢など給与決定要素の同
じ者同士を比較

職員給与職員給与職員給与職員給与とととと民間給与民間給与民間給与民間給与とのとのとのとの較差較差較差較差
民 間 給 与 職 員 給 与 較 差

備 考
(A） (B) (A)－(B)

職員の給与カット措置がないもの
△747円

給与カット前 389,274円 として比較した場合、職員給与が
（ ）△0.19％

民間給与を0.19％上回っている。
388,527円

職員の実支給額で比較した場合、
7,790円

実支給額 380,737円 職員給与が民間給与を2.05％下回
（ ）2.05％

っている。
※ 人事院勧告 官民較差 △899円（△0.23％）
※ 給与カット措置とは、平成21年 4月 1 日から平成23年 9月30日まで、山梨県職員等の給与
の特例に関する条例に基づき、本県職員の給料月額が、部局長級、その他の管理職、非管理
職の別により、それぞれ 6％、4％、 2 ％減額された措置をいう。

なお、平成23年10月1日から、対象を管理職に限定し、給料月額の減額率を部局長級につ
いては4％、その他の管理職については 3 ％として延長されている。

（ ）〈 （ ）〉〈 （ ）〉〈 （ ）〉〈 （ ）〉特別給 期末特別給 期末特別給 期末特別給 期末・・・・勤勉手当勤勉手当勤勉手当勤勉手当 昨年 8 月から本年 7 月までの１年間の民間の支給実績 支給割合
と職員の年間支給月数を比較

職員職員職員職員のののの期末期末期末期末・・・・勤勉手当勤勉手当勤勉手当勤勉手当とととと民間民間民間民間のののの特別給特別給特別給特別給のののの支給状況支給状況支給状況支給状況

民間の特別給 職員の期末・勤勉手当

3.96月 3.95月

２２２２ 給与改定給与改定給与改定給与改定のののの考考考考ええええ方方方方とととと勧告勧告勧告勧告のののの内容内容内容内容
・ 月例給については、民間給与との較差（マイナス）等を考慮し引下げ
・ 特別給については、民間の支給割合とほぼ均衡しているため改定は見送り

（ 山梨県職員等の給与の特例に関する条例」による給与カット措置の影響を除いた減額前の職員「
給与により民間給与と比較）

（（（（１１１１）））） 勧告勧告勧告勧告のののの内容内容内容内容
〈〈〈〈月例給月例給月例給月例給のののの引下引下引下引下げげげげ〉〉〉〉



- -2

給料表 医療職給料表(一)を除き、50歳台を中心に40歳台以上を念頭に置いた引下げ
① 行政職給料表 平均改定率 △0 . 19％
② その他の給料表 行政職給料表との均衡を考慮した引下げ（医療職給料表(一)を除

く ）。
、※ 給与構造改革の給料水準引下げに伴う経過措置額の算定の基礎となる額についても

本年の給料表の改定率等を踏まえて引下げ

（（（（２２２２）））） 改定改定改定改定のののの実施時期等実施時期等実施時期等実施時期等
・ 条例の公布日の属する月の翌月の初日（公布日が月の初日であるときは、その日）から実施
・ 本年 4 月からこの改定の実施の日の前日までの期間に係る公民較差相当分については、12月期

の期末手当の額から減額（引下げ改定が行われる給料月額又は経過措置額を受ける者に限る ）。

【【【【 参 考 資 料参 考 資 料参 考 資 料参 考 資 料 】】】】
1111 平成平成平成平成23232323年年年年 4444 月月月月のののの公民公民公民公民のののの給与較差給与較差給与較差給与較差にににに基基基基づくづくづくづく給与改定額給与改定額給与改定額給与改定額
・行政職給料表適用者の平均（新卒採用者を除く）

経験 改 定 前 改 定 後
年 齢

年数 給与月額 年間給与 給与月額 年間給与

389,274円 6,300,000円 388,451円 6,287,000円
給与カット前

(391,686円) (6,435,000円) (390,237円) (6,332,000円)
43.7歳 21.5年
(43.7歳) (21.5年)

380,737円 6,198,000円 386,154円 6,259,000円
実支給額

(383,126円) (6,332,000円) (381,687円) (6,229,000円)

※ （ ）内は、平成22年の数値
※ 給与月額は、給料、給料の調整額、地域手当、扶養手当、管理職手当、住居手当及びその他

の手当で公民比較に使用した給与項目の合計額。年間給与は、 4 月の給与月額を基本に試算

2222 最近最近最近最近のののの職員給与職員給与職員給与職員給与のののの改定状況改定状況改定状況改定状況

月 例 給 特 別 給 （月）
年度

較差(%) 改 定 内 容 改定前 改 定 改定後

平成12年度 0.12 扶養手当引上げ 4.95 ▲0.2 4.75

平成13年度 0.05 特例一時金の支給 4.75 ▲0.05 4.7

平成14年度 ▲1.98 給料表、扶養手当(配偶者)の引下げ、扶 4.7 ▲0.05 4.65
養手当(子等3人目以降)の引上げ等

平成15年度 ▲1.05 給料表、扶養手当(配偶者)の引下げ等 4.65 ▲0.25 4.4

平成16年度 ▲0.01 寒冷地手当の見直し 4.4 － 4.4

平成17年度 ▲0.37 給料表、扶養手当(配偶者)の引下げ等 4.4 0.05 4.45

平成18年度 ▲0.07 地域手当の引下げ 4.45 － 4.45

平成19年度 0.99 給料表、扶養手当(子等)の引上げ等 4.45 0.05 4.5

平成20年度 0.02 医師の初任給調整手当の引上げ 4.5 － 4.5

平成21年度 ▲0.14 給料表の引下げ 4.5 ▲0.35 4.15

平成22年度 ▲0.38 4.15 ▲0.2 3.95給料表及び自宅に係る住居手当の引下げ

※平成23年度 ▲0.19 給料表の引下げ 3.95 － 3.95
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（給与改定との重複部分は除く）ⅢⅢⅢⅢ 報告報告報告報告

１１１１ 職員職員職員職員のののの給与給与給与給与

（（（（１１１１））））給与構造改革給与構造改革給与構造改革給与構造改革におけるにおけるにおけるにおける経過措置額経過措置額経過措置額経過措置額のののの廃止等廃止等廃止等廃止等
・ 人事院は、給与構造改革に伴う経過措置について、平成24年度については経過措置額の俸給の2分

の1を減額（1万円を上限）し、平成25年4月1日に廃止し、廃止に伴って生ずる制度改正原資を当該
改革期間中に抑制してきた若年・中堅層を中心とした昇給回復に充当すると勧告。

・ 本県においても、人事院勧告の内容を基本としつつ、本県の実情も踏まえ、適切な対応を行う必
要。

（（（（２２２２））））そのそのそのその他他他他のののの給与上給与上給与上給与上のののの課題課題課題課題
・ 特殊勤務手当については、引き続き適切な制度運用に向けた見直しを進める。
・ その他の手当についても、支給の合理性、対象となる勤務内容と他の手当等との関係等について

総合的な点検を行い、適切な見直しを進める必要。

２２２２ 公務運営公務運営公務運営公務運営のののの改善改善改善改善

（（（（１１１１））））人材人材人材人材のののの確保確保確保確保・・・・育成育成育成育成
・ 少子化に伴う受験年齢人口が減少する中、優秀な人材の確保のため、県の仕事や求める人物像に

ついて積極的に情報発信を行い、民間への就職を希望する者でも受験しやすい試験の実施や、より

人物を見極めることができる試験の導入などを検討する必要があり、引き続き任命権者と連携し、

国や他の地方公共団体の動向を注視しながら採用試験制度の見直しを進める。

・ 人材の育成については、任命権者は、研修、評価、人事配置等を通じて職員の能力開発、人材活

用を進めるとともに、職員一人ひとりが意識改革や能力開発に積極的に取り組む必要。

（（（（２２２２））））時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務のののの縮減縮減縮減縮減
・ 時間外勤務縮減のため、各職場における事務処理の簡素化・合理化等を進めるとともに、改めて

事前命令の徹底を図る必要。

（（（（３３３３））））仕事仕事仕事仕事とととと生活生活生活生活のののの調和調和調和調和
・ 本県では、山梨県職員子育て支援プログラムにより、男女が共に責任を担いながら家庭生活と職

務の両立が図られるよう、職場環境の整備や職員の意識改革に取り組むとともに、育児短時間勤務
などを創設。

・ 人事院は、男性職員の育児休業取得促進の一助なるよう、1回の承認に係る期間が１か月以下で
ある育児休業の取得については、期末手当の支給割合を減じないための措置を本年12月の期末手当
から講ずるとした。

・ 本県においても、国家公務員に対する措置に準じ、男性の育児休業取得促進のための措置を実施
し、男性職員に一層の育児参加を促す必要。

・ 休暇は、職員の心身両面の健康増進と公務への意欲増進を図り、仕事と生活を両立する観点から

も重要であり、休暇取得日数の目標を設定するなど、休暇を取得しやすい環境づくりにさらに努め

る必要。

（（（（４４４４））））職員職員職員職員のののの健康管理健康管理健康管理健康管理
・ 身体及び心の健康問題により長期間職場を離れている職員に対する円滑な職場復帰と再発防止を

図るため、知事部局において策定された 「職員のための職場復帰支援プログラム」について、未、

制定の任命権者にあっても、同様の対策を講じる必要。

・ 心の健康問題は、管理職等が率先して風通しのよい職場環境づくりに心がけ、職場におけるコミ

ュニケーションを図り、早期に発見し的確に対処することが重要。

（（（（５５５５））））服務規律服務規律服務規律服務規律のののの確保確保確保確保
・ 職員は、県民の負託に応えるべく、法令を遵守し、職務の遂行に専念することが求められている
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が、一部の職員による信用失墜行為が絶えない状況にあり、県民の公務や職員に対する信頼の低下

が危惧されるところ。

・ 任命権者においては、県民からの信頼回復のため、引き続き、公務員倫理の確立と不祥事の根絶

に向けた取組を一層進める必要。

３３３３ 定年定年定年定年のののの段階的段階的段階的段階的なななな引上引上引上引上げげげげ

・ 人事院においては、公的年金の支給開始年齢引上げに合わせ、平成25年度から平成37年度に向け
て、60歳を超える職員の給与抑制などの措置等を講じながら、定年の段階的な引上げが適当とする
意見の申出を行った。

・ 定年引上げの措置としては、平成25年度から3年に1歳ずつ段階的に定年を引き上げ、平成37年度
に65歳定年とするとともに、定年の段階的引上げ期間中における定年退職後、年金が満額支給され
る65歳までの間については、再任用制度を活用し、雇用の確保を図ることとしている。

・ また、定年の段階的引上げに伴い、60歳を超える職員の年間給与について、60歳台前半層の民間
企業従業員の年間所得等を踏まえ、60歳前の70％の水準とするとした。

・ さらに、一定範囲の管理職への役職定年制の導入により組織活力を維持するとともに、短時間勤
務制等の導入により多様な働き方を実現するとした。

・ 本県においても、定年の段階的引上げについて、こうした意見申出を受けた国の対応や他の都道
府県の検討状況を注視し、民間の動向等も把握する中で、進めていく必要。

・ 実施に当たっては、本県の実情を踏まえ、高齢期にあっても職員が安心して職務に専念でき、組
織の活力が失われることのないよう、採用から退職に至る総合的な人事管理や給与制度などの見直
しを検討していくことが必要。

４４４４ 給与勧告実施給与勧告実施給与勧告実施給与勧告実施のののの要請要請要請要請

、 、 、・ 人事委員会の勧告制度は 憲法で保障された労働基本権が 地方公務員には制限されているため
その代償措置として、地方公務員法における情勢適応の原則に基づき職員の給与水準を民間の給与
水準に合わせることにより、適正な給与を確保する機能を有するもの。

・ 議会及び知事におかれては、勧告制度の意義や役割について深い理解を示され、本委員会の勧告
のとおり実施されるよう要請。

・ なお、特例条例による減額措置は、地方公務員法に定める給与決定の原則の趣旨とは異なるもの
であることから、できる限り早期に、本来の適正な給与水準が確保されることを求める。


